
 

* トヨタ・モビリティ基金プレスリリースより 

令和７年５月 30 日 

県土整備部 道路管理課 

交通安全対策室 交通安全係 

電話：027-226-3600 内線：3602 

  

 

 

 

 

群馬県とトヨタ・モビリティ基金は連携協定を締結します 

－  協定名称：自転車交通事故削減に向けた啓発活動に関する連携協定  －  

 

群馬県と一般財団法人トヨタ・モビリティ基金は、２０２７年度末までに群馬県内の高校生による自

転車交通事故の発生件数を現状の半数以下に低減させることを目指し、以下の通り連携協定を締結し

ます。相互の緊密な連携により、交通事故に関するデータの効果的な活用及び啓発活動を実施するとと

もに、継続的な効果検証を通じて、具体的かつ持続可能な対策を推進していきます。協定締結式におい

て、取材を希望する報道機関は、以下３を御確認ください。 

 

１  協定締結式について 

◼ 日時  令和７年５月３０日（金）１３時１0 分～1３時３０分  

◼ 会場  群馬県庁６階  秘書課会議室  

◼ 出席者  群馬県知事  山本 一太  

トヨタ・モビリティ基金  理事  松田  進  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２  連携事項について 

◼ 自転車交通事故削減に向けた啓発施策に関すること 

◼ データを活用した対策検討・効果検証に関すること 

 

３  協定締結式の取材について 

◼ 協定締結式開会の 10 分前に開場しますので、それ以降に会場にお越し下さい。 

◼ 別途、協定締結式閉会後に、それぞれの担当者が取材対応します。 

◼ 取材を希望される方は 5 月 28 日(水)までに、下記 URL または二次元コードからお申込みくださ

い。 

 

申込フォーム：https://forms.off ice.com/r/deL6newuqC  

協定締結事例（広島県三次市） * 

）  

申込み二次元コード  

松田理事  


